
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明石市都市景観形成基本計画（案） 【概要版】 

本計画では、所有形態の公私を問わず、公共的な空間
から見える範囲を景観形成の対象とします。 

２ 景観形成の対象範囲 

本計画により、あかし SDGｓ推進計画や都市計画マスター
プランなどの上位・関連計画との整合を図るとともに、景観
法に基づく「明石市景観計画」を策定することで、さらなる良
好な景観形成の実現に向けた施策を推進します。 

１ 計画の目的 

３ 景観まちづくりの理念 

豊かな海と風土にあふれた あかしの景観を 
創造し、育み、次世代へつなごう 

明石特有の風土がもたらす景観を市民・行政・事業者等が連
携し、景観資源を「創造」し、「育み」、「つなぐ」ことにより、良好
な景観を創出し、市民一人ひとりのわがまち意識の醸成と個
性豊かで美しい都市づくりの形成につなげていきます。 

明石らしい個性豊かで美しい都市景観を形成するた
め、５つの景観まちづくりの目標として掲げます。 

４ 景観まちづくりの目標 

①眺望資源の美しさを活かす景観形成 

②自然環境をともに守りながら育む景観形成 

③歴史・文化的資源を未来につなぐ景観形成 
④市街地にうるおいを与える景観形成 

⑤生活・暮らしを彩る景観形成 

明石の景観を面的景観、線的景観、点的景観の３つの
視点で分類し、７つのゾーン、３つの線、３つの点の１３類
型と、それらを大きく眺望する眺望景観を含め、１４類型
に分類します。 

５ 景観類型の設定 

６ 景観まちづくりの推進方策 

明石らしい景観を形成するためには、一人ひとりが景観まちづくりの主役であ
ることを認識し、「産」（事業者等）・「官」（行政）・「学」（教育機関等）・「民」（市民）が
それぞれの役割を担うとともに、多様な主体の対話と共創による取り組みを進
めることが重要です。 
 

住む人のまちへの愛着、その思いに対する行政の支援や公共事業等における
取り組み、そして、建物を建てる事業者やまちづくりの研究を行う教育機関等の
積極的な参画など、共創を重ねることで、いつまでも住み続けたいと思えるまち
を目指します。 

◇行政による取り組み 

〇公共施設の景観形成（ガイドラインの運用） 

橋梁・高架構造物・道路 

海岸・港湾 

河川・水路・ため池 

公園・緑地 

公共建築物 

〇景観まちづくりを担う人材の育成 

〇計画の進行管理 

産官学民の共創による景観まちづくりを推進するにあ

たり、市は公共空間の整備を示すとともに、市民や事業者

等を誘導する責務を担っていることから、以下の施策に取

り組みます。 

◇景観法と都市景観条例の一体的な取り組み 

〇景観法に基づく景観計画の運用 

大規模建築物等の届出 

景観重点地区の指定（大久保駅南地区） 

〇都市景観条例の運用 

超大規模建築物等の事前協議 

都市景観形成重要建築物等の指定 

景観まちづくりへの支援 

（重要建築物・まちづくり活動への助成など） 

法と条例それぞれのルールを活かし、相互に補完しな

がら一体的な運用をめざすことで、より明石らしい景観

形成の推進を図ります。 

◇対話と共創による取り組み 

〇市民意識の把握 

（アンケート・写真募集など） 

〇対話と共創の実施 

（ワークショップ・学生との景観学習など） 

〇わがまち意識の醸成 

（まちづくり活動の発信・重要建築物の活用など） 

〇地区計画の活用 

景観まちづくりを推進するためには、行政だけではな

く、市民、事業者、教育機関のそれぞれが役割を担うととも

に、多様な主体の対話と共創による取り組みを進める必要

があります。そのため、産官学民が協力し合いながら、以下

の施策に取り組みます。 

景観スケールのイメージ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

《明石川東地域》 
○都市と海がつながるにぎわいのある景観形成 
○豊かな海と眺望景観を活かした景観形成 
○紡がれてきた歴史・文化を活かし、良好な住環境と調和した

景観形成 

《明石川西地域》 
○駅周辺のまちづくりに向けた景観の調和とにぎわいのあ

る景観形成 
○眺望景観を活かした景観活用と回遊ネットワークの形成 
○歴史的なまちなみの維持と市民が憩える自然環境が豊

かな景観形成 

《大久保地域》 
○人のにぎわいと緑豊かな憩いの空間が調和した景観形成 
○市民の心に残る歴史・風景の保全と良好な住宅景観の共存 
○海と緑による自然豊かな眺望景観を活かした景観形成と活

用の推進 

《魚住地域》 
○暮らしの核として市民に親しまれる市街地景観の形成 
○のどかな風景を守り、自然眺望を活かした景観形成 
○歴史と四季を感じる景観の保全と市民が暮らす住宅

景観との調和 

《二見地域》 
○商業や産業によるにぎわいの景観形成 
○人・環境にやさしい緑の景観形成 
○海と漁港、人工島が織りなす風景を活かした景観形成 

７ 地域別資源と景観形成の方針 

《二見地域》 

《魚住地域》 

《大久保地域》 

《明石川西地域》 

《明石川東地域》 


